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ｆｔａ人・委任者欄にＥ入

漏れがあると、受イ才ｉ来
ません。

法人 （団体：）は、必ず

押印をお願いします

４ｔ筆する場合は、こちらへ

ご記入ください。

Ｆ籍があＳな方はこ
ちらに記入して下さい。

住民票が必要な方は
こちらに記入して下さい。

ぞ要なものにはＸを付

けてください。

住所異動を委任する

場合はこちらに記入し

て下さい。

生計が回一かＺｌｊかに

Ｚを入れて下さい。

※ｌｌｌｌ１１、 承諾書がＳ要な

場台がございます。

手続きをおＳｉりいたします。
・記入漏れやＦヌＳＩ容にぞ備がある場合は、手続きをお断りする事があります。
・マイナンバーや住ＲＭコード入りの住Ｒ票は、 串諳受せ後、 本人住所竟宛てにお送りします。　　｜
・窓 口で本人確認を行います。 代ＪＩ人様は本人確認書類 （免許証等） をご持参下さい。
■偽りその他‾￥ｉＥな手段で証ｉ１１１書の交付を受けると ３０万Ｆ］以下の罰４に夕させられます。

層、住所異動で虚偽の届ｉをした者、ｌｉ出を怠った者は５万Ｐ］ａ下のａ料にＭせられます。　　　　　；

代き人

委　 任　状
・　 ’ｌ ｉ　 ・　　 ・　 ｄＳ ９　 Ｉ　 ・・ ・・ ■　 －　 －－－－ ｜　 －回

を　 ｝ヲｉ：浄繩市ＯＯ　Ｉ　Ｔ目 ｉ番１兮
※窓口で

申請すら　Ｍ；　ホレ４柬ノく托子二＝

私は上記の者を代き人と定め、 下Ｅに回する一りＪを委任します。

住　所

●・　・９　 回・　Ｗ．　 ｊタ　　　 ”’ 回・　　　 回■　　 回■ ■■

ｊ中鶚沸○０２丁目２番２サ

委任者
奈頼む方

ペ
ー
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ー
ノ

Ｒ４５（ 自Ｗ）越米ゾ太輙ノ‘、
Ｉ　　　 Ｉ　 ・　ｌ

生年丿日　 Ｈ１　　む　 プ３　　　１１Ｓ番そ（
Ｗ阿　　　　 ｌｇ　　　　ｌ

年　　　１

＼⑩

日

（※１）

（※ １） 本人が自 署しないＳ合、またはま人（回４） のＳ合は記名押印をおＳいします。
（※２）あＳにｇ；じ、Ｓ話確Ｓをする１１合があるため、日 中につながりやすい番９をごＳ入下さい。

｜－一一一一－一一一－－－－－－－一一一一一－一一－－－一一一一－－－－－－－－－－■ＳｔＥ者が、、身体が不自ｉで、 本人意Ｓが確認できる場台は、 ｆｔ筆者が２入しても構いませんが、。１
１１ｔｌＥ者欄にＳ名神１がｇＳです。

にｔ。。 住ｊ３１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ
！　　　　　　　Ｒ；名〔ｆｔ筆者自署〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀、
・

●－－－一一－一一－－一一－－－一一一－一一－－－－一一一－－－－－一一－－－－－一一

どなたのＲ回書が必きですか

使用 目的Ｒび提出先

必Ｒな内容があれば
ご記入ください

本籍
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笥
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筆頭者

逎。 影い
皿罌ｔ。

民票，各 日，
除　　Ｓ

□転入

新住所

住み始めた日

大名

１ｌ　 ｉｉ

通

通

通

り

戸籍 附Ｓ
（謄 本・ 抄本）

その他

記載事ＪＩぼ回
（謄 本・ 抄本）

その他

転ｇ　　□転 けｊ　　 □そ の他（

ｊ中覧市００５丁目５番５衢
・－ 〃Ｊ．　　　　　　　　　　　　　　　 ｒＷ－－ｔ

）りｏ．ｔ． 照……、．そ＿？．．ｙ

※転入・転ｇＪｉ けｉＱに、新住所ｊ４１１ に先に住民を録している力がいるｇ合は、

世帯主名をＥ入し、ｔｔ！：帯についてどちらかにＳを入れて下さい。
・・ 回●ａ回 回・ ｉ・ ●●●● ・・・Ｉ ｌｌ●Ｓ●・ ＳＩ ●Ｓａｌｌｌ ｉｌ●●●Ｉ ｌｌ●ｌａ● Ｉ■回●回● ＩＩ ■■ Ｓ● Ｉ■・● 回● ・回回・ Ｓ回 ｌ回回● ●・ ｉ●Ｓ● ●●■・・● ●Ｉ ●■・■ｄＳｉａ ・・ｌｆ ｌｌ●Ｉｌ－－ｌｌｌ●Ｉ●１１１ １１●●■Ｉ ■● Ｉ■Ｓ・●・ ●●Ｓ●ＳＳ 回Ｓａ● ・回・ｒ●ａ●●●・ ●●●● ■Ｓ・■ Ｉ● Ｉ■ＳＩ Ｉ■ ｌｌ・Ｓゝ・ Ｉｌ ｉ●Ｉ● ｌｌ・－１１ １１１●１１ １１ ４１

世帯主八；名 （　　 ４米　Ｋ子　　　　）

、／ごお回一のため、 回世帯で住所を録　　口生計がＳＩ』のため 、ＳＩ』世帯で住所を員、

※先 に住所を録をしている方が居る場合、委任状とは１１ １」 に承諾書が必要になります。Ｓａ者、親子を除く）

Ｓｆ要なもの にはＸを付けてください。

続柄 ／マイク！Ｓどペーノ 住ＲＭコード


